
 

登別市休日保育事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、登別市子どものための教育・保育給付に関する条例施行規則（平

成２７年規則第５号。以下「規則」という。）第１３条第３号に規定する休日保育

の利用について、必要な事項を定めるものとする。 

（実施保育所） 

第２条 休日保育の事業（以下「事業」という。）を実施する保育所は、登別市立富

士保育所（以下「実施保育所」という。）とする。 

（対象児童） 

第３条 事業の対象となる児童は、規則第１３条第１号に規定する普通保育を受けて

いる児童（以下「入所児童」という。）で、休日に保護者が恒常的又は断続的に就

労等により保育の必要性があると認められる児童とする。ただし、当該年度の４月

１日現在満１歳未満の乳児及び登別市障害児保育実施要綱（平成１７年訓令第２５

号）第２条に規定する児童を除く。 

（保育時間） 

第４条 保育を行う時間は、午前８時から午後６時までとする。 

（定員等） 

第５条 受け入れる児童の定員は、１日当たりおおむね１０人とする。この場合にお

いて、保育士の人数は、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年北海道条例第１０８号。以下「設備運営基準」という。）第４７

条第２項に規定する人数とする。 

（事業の実施方法等） 

第６条 事業の実施は、設備運営基準第４５号から第５０条までに規定する基準によ

り行うものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号の基準に

よるものとする。 

（１）保育室等の確保 乳児室、ほふく室、遊戯室など必要な保育室等を確保するも

のとする。 

（２）給食、おやつ等 おやつ、飲み物は提供するが、給食は提供しない。 

（３）安全管理、健康管理 別に定める衛生管理マニュアル、緊急事態対応マニュア

ルに基づき、児童の安全、健康管理に努めるものとする。 

（登録） 

第７条 事業を利用しようとする児童の保護者（以下「利用希望者」という。）は、



 

あらかじめ休日保育利用者登録申込書（別記様式第１号）により登別市長（以下「市

長」という。）に申込みをしなければならない。 

２ 前項に規定する申込書について、利用希望者の依頼を受けたときは、入所児童の

所属する保育所（以下「所属保育所」という。）の所長が、当該申込書を当該利用

希望者に代わって提出することができる。 

（登録の決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、これを審査し、事業の利

用の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により事業の利用を認めると決定したときは休日保育利用者

登録台帳（別記様式第２号）に登録し、休日保育利用登録承認通知書（別記様式第

３号）により、同項の規定により事業の利用を認めないと決定したときは休日保育

利用登録不承認通知書（別記様式第４号）により、利用希望者に通知するものとす

る。 

（変更届） 

第９条 保護者は、第７条に規定する休日保育利用者登録申込書に記載した内容に変

更が生じたときは、速やかにその旨を休日保育利用者登録変更届（別記様式第５号）

により、実施保育所又は所属保育所の所長に届け出なければならない。 

（利用期間） 

第１０条 事業の利用登録期間は、前条第２項の規定により登録された日の属する年

度限りとする。 

（利用日の申込み） 

第１１条 第９条第２項の規定により登録された児童（以下「登録児童」という。）

の保護者で、事業を利用しようとするもの（以下「利用申込者」という。）は、事

業の利用を希望する日（以下「利用日」という。）を月ごとにまとめ、当該月の前

の月の２０日を期日（この日が登別市保育所条例施行規則（平成１０年規則第９号）

第５条に規定する休所日（以下「休所日」という。）に当たるときは、この日後に

おいてこの日に最も近い休所日でない日。以下「申込期日」という。）として休日

保育利用日申込書（別記様式第６号）により実施保育所又は所属保育所の所長に申

し込まなければならない。ただし、利用日が４月に属する場合の申込期日は、別に

定める。 

２ 利用申込者は、利用日に変更があるときは、速やかに実施保育所又は所属保育所

の所長に申出しなければならない。 

（利用日の決定） 



 

第１２条 市長は、前条第１項の規定による申込みに基づき、月ごとに事業の利用者

を決定し、休日保育利用承認決定通知書（別記様式第７号）により利用申込者に通

知する。 

２ 前項の規定による利用者の決定を行う場合において、定員を超える等やむを得な

い事由が生じたときは、利用申込者の保育に欠ける状況等を審査し、利用者を決定

することができる。 

３ 市長は、前項の規定により事業の利用者として決定されなかった利用申込者に対

し休日保育利用不承認決定通知書（別記様式第８号）により速やかに通知するもの

とする。 

（利用日の取消し） 

第１３条 登録児童の保護者は、利用決定日に休日保育を利用しなくなったときは、

休日保育利用取消願（別記様式第９号）を速やかに実施保育所又は所属保育所の所

長に提出しなければならない。 

（利用登録の取消し） 

第１４条 登録児童の保護者は、事業の利用登録を取り消すときは、休日保育利用登

録取消届（別記様式第１０号）を実施保育所又は所属保育所の所長に提出しなけれ

ばならない。 

（利用登録の解除） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用登録を解除す

ることができる。 

（１）第３条に規定する申込理由が消失したにもかかわらず、休日保育利用登録取消

届を提出しないとき。 

（２）休日保育利用の申込みに虚偽の内容や不正な手続きがあったとき。 

（３）休日保育の利用継続が適当でないと特に市長が認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により利用登録を解除することを決定したときは、休日保育

利用登録解除通知書（別記様式第１１号）により、保護者に通知するものとする。 

（利用状況の報告） 

第１６条 実施保育所の所長は、登録児童の利用状況について、当該月の保育期間終

了後、速やかに休日保育利用状況報告書（別記様式第１２号）により市長に報告し

なければならない。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 



 

附 則（平成１７年告示第６１号） 

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２５年告示第４８号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第６６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行し、改正後の登別市休日保育事業実施要綱の規定

は、平成２７年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の登別市休日保育事業実施要綱

の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この告示による改正

後の登別市休日保育事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をし

て使用することができる。 

 



 

別記様式第１号（第７条関係） 

休日保育利用者登録申込書 

年  月  日  

 登別市長 様 

 

 休日保育の利用について、次のとおり申し込みます。 

                    保護者氏名           印 

申込児童 
ふりがな 

氏名 

 
生年月日 年 月 日生 

年齢 性別 

 歳 男・女 

入所保育所名 
（平日に通っている保育所名） 入所児童の送迎（休日保育） 

保育所 送迎 

時間 

登所 退所 

自宅 緊急時の連絡先 午前 時 分 午後 時 分 

住所 登別市 

電話 

携帯 

電話 

携帯 

氏名    （続柄） 

送迎者の氏名 

（続柄  ） （続柄  ） 

 

申
込
理
由 

休
日
の
就
労 

世帯の休日就労者名 続柄 勤務先 休日の勤務時間 

 父     （電話）  ： ～ ： 

 母     （電話）  ： ～ ： 

      （電話）  ： ～ ： 

      （電話）  ： ～ ： 

そ
の
他
の
理
由 

（具体的に記入してください） 

 

 

 

※ウラ面の健康等調査も記入してください。 

※以下は記入しないでください。 

※以下は記入しないでください。 

決裁欄 備考  利 用 開 始 年 月 日 年  月  日 

     利 用 廃 止 年 月 日 年  月  日 

【保育料徴収区分】  

台帳番号  【 就 労 証 明 書 】 提出   有 無 

【承諾決定年月日】 年  月  日 【特記事項】 

【不承諾決定年月日】 年  月  日 

 



 

休日保育児童の健康等調査表 

出生時の体重（   ｇ） 首のすわり（  か月） 離乳食（  か月～  か月） 

生歯（  か月） 始歩（  歳  か月） 始語（  歳  か月） 

予防接種 

（○で囲む） 
三種混合 ポリオ はしか 水ぼうそう 風しん 

流行性 

耳下腺炎 

ツベルク 

リン反応 
その他 

既 往 歴 

はしか 

 

歳 

水ぼうそう 

 

歳 

風しん 

 

歳 

流 行 性 

耳下腺炎 

歳 

その他 

（             ）（  歳） 

（             ）（  歳） 

食 事 

栄養の取

り方 
母乳 人口 混合 離 乳 食 初期 中期 後期 幼児食 

一人で食べられる  一人で食べられない  スプーンを使う 

好きなもの（           ） 嫌いなもの（           ） 

排 泄 

（○で囲む） 

オムツ使用   オマル使用   トイレを使用   排泄の予告（あり・なし） 

頻 尿   夜 尿   下 痢   便 秘 

睡 眠 
睡眠時間（昼 ： ～ ： ）   （夜 ： ～ ： ） 

寝つき（良い・悪い）   寝起き（良い・悪い）   寝るときのくせ（     ） 

体 質 
平熱（  度Ｃ）   よく吐く   ひきつけ   てんかん   ぜん息 

脱きゅうしやすい（部位   ）   転びやすい 

性 格 
やさしい   甘える   素直   負けず嫌い   依存しやすい   怒りっぽい 

乱暴   泣きやすい   その他（          ） 

言 葉 はっきりしている   はっきりしていない（なん語・片言・幼児語） 

人見知り する   しない 

好きな遊び お子さんの呼び方（         ） 

休日保育前の主たる保育者（ 父  母  その他             ） 

かかりつ

けの病院 

内科・小児科 電話          

外 科 電話          

そ の 他 
電話          

電話          

保 険 証 
種 類  国保   社保   生保   その他 

記 号  番 号  

治療中の病気やアレルギーなど、特に注意を要することがありましたら記入してください。 

 



 

別記様式第２号（第８条関係） 

休日保育利用者登録台帳 

保護者氏名 児童氏名 住所 登録年月日 変更届年月日 変更内容 登録取消年月日 備考 

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

   年  月  日 年  月  日  年  月  日  

 



 

別記様式第３号（第８条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用登録承認通知書 

 

（申込者） 住 所 登別市 

      氏 名         様 

 

                      登別市長 

 

 申込みのあった休日保育の利用について、次のとおり承認し、登録しましたので通

知します。 

保 護 者 
住 所 登別市  町  丁目  番地 

氏 名  

利 用 児 童 

児 童 名 生 年 月 日 年 齢 

   

   

   

   

利 用 期 間      年  月  日 から     年  月  日まで 

実 施 保 育 所 登別市立富士保育所 入所中の保育所      保育所 

休 日 保 育 料 内訳 合計       円 

備 考  

（１）利用日の申込みは別途必要です。 

（２）休日保育利用申込書の記載内容に変更が生じた場合又は利用を取りやめる場合には、速や

かにその旨を届け出てください。 

（３）市及び実施保育所からの注意事項がある場合は、これを遵守してください。 

 



 

別記様式第４号（第８条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用登録不承認通知書 

 

 住 所 登別市 

 氏 名          様 

                   登別市長 

 

 申込みのあった休日保育の利用については、次の理由により不承認としましたので

通知します。 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第５号（第９条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用者登録変更届 

 

 登別市長 様 

 

                 （申込者）住 所 登別市 

                      氏 名          印 

                      電 話 

 

 次の事項について、変更がありましたので、届出します。 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

理 由 

 

□保護者変更 

   変更後の保護者氏名 

 

□住所変更 

   変更後の住所 

 

□その他 

 

 

 

 



 

別記様式第６号（第１１条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用日申込書 

 

 登別市長 様 

 

                 （申込者）住 所 登別市 

                      氏 名          印 

                      電 話 

 

     年  月分休日保育の利用日を、次のとおり申し込みます。 

児童名 年齢 申込利用日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

【注意事項】 

１ この申込書は、利用しようとする月の前月の２０日までに、休日保育実施保育所

又は現在入所している保育所に提出してください。 

２ １２月３１日から翌年の１月５日までの間は、休日保育は実施しておりませんの

で、ご了承願います。 

３ １日の利用者数に定員がありますので、定員を超える申込みについては利用でき

ない場合がありますので、ご了承願います。 

４ この申込書は、休日保育の利用申込（登録）をしていない方は、提出できません

のでご注意願います。 



 

別記様式第７号（第１２条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用承認決定通知書 

 

 住 所 登別市 

 氏 名         様 

 

                     登別市長 

 

     年  月分休日保育の利用日を、次のとおり決定しましたので通知します。 

児童名 年齢 利用日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

備考  

 



 

別記様式第８号（第１２条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用不承認決定通知書 

 

 住 所 登別市 

 氏 名         様 

 

                     登別市長 

 

 申込みのあった休日保育の利用については、次の理由により不承認としましたので

通知します。 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第９号（第１３条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用取消願 

 

 登別市長 様 

 

                 （申込者）住 所 登別市 

                      氏 名          印 

                      電 話 

 

 休日保育の利用について、次の日付の利用を取り消したいので願い出します。 

児童名 年齢 利用を取り消す日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

 歳 日 日 日 日 日 日 日 日 

取消理由  

 



 

別記様式第１０号（第１４条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用登録取消届 

 

 登別市長 様 

 

                 （申込者）住 所 登別市 

                      氏 名          印 

                      電 話 

 

 休日保育の利用について、    年  月  日限りで登録を取り消したいので

届出します。 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１１号（第１５条関係） 

年  月  日  

 

休日保育利用登録解除通知書 

 

 住 所 登別市 

 氏 名         様 

 

                     登別市長 

 

 休日保育の利用について、次のとおり登録を解除することとしましたので通知しま

す。 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

児 童 名  生 年 月 日 年  月  日生 

解 除 年 月 日      年  月  日 

理 由 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１２号（第１６条関係） 

 

休日保育利用状況報告書 

 

（  年度） 

区分 

休日保 

育日数 

① 

登録 

児童数 

② 

延出席 

児童数 

③ 

年齢区分 利用率 

③÷（①×１０） 

％ 
１・２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

計 

＝③ 

４月          

５月          

６月          

７月          

８月          

９月          

１０月          

１１月          

１２月          

１月          

２月          

３月          

合計          

 

 

 


